
マイナ保険証と医療法改正の状況

[1]マイナ保険証の状況

[2]医療法改正案の内容と審議状況
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▼マイナンバーカード 保有枚数 97,985,287 人口に対する保有枚数率 78.5％ （2025年４月末時点）

▼マイナ保険証登録件数 ８３,０１１,７６４（2025年3月末）
デジタル庁ダッシュボード(2025年3月末時点)

マイナ保険証登録／カード保有数＝８４.９％
マイナ保険証登録／人口＝６６.４％

▼マイナ保険証利用登録解除状況
2024年11月 13,147件(10/28～11/30)
2024年12月 32,067件
2025年 １月 13,212件
2025年 ２月 10,724件
2025年 ３月 15,082件

計 84,232件

マイナンバーカードとマイナ保険証の状況 3



5/8保団連記者会見 調査最終報告（２月中旬～４月14日まで実施し、9741 医療機関から回答）
https://hodanren.doc-net.or.jp/info/news/2025-05-10/

減らない医療機関でのトラブル 4
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後期高齢者(75歳以上)全員に資格確認書を一斉交付に方針変更 6
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後期高齢者
の利用率が
低いことを
理由として
いるが、

50歳以下の
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後期高齢者
と大差ない



▼渋谷区 サイト（更新日2025年2月28日）
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/kokuho/kokuho/shikakukakuninsyo_hasso.html

マイナ保険証の保有の有無にかかわらず資格確認書を発送予定です
国民健康保険の保険証（有効期限:令和7年9月30日）・資格確認書（有効期限:令和7年7月31日）を持っている人には、マイ

ナ保険証（保険証利用登録がされたマイナンバーカード）の保有の有無にかかわらず、令和7年8月1日から使える資格確認
書を7月に一斉発送する予定です。「資格情報のお知らせ」を持っている人にも、資格確認書を発送します。世帯主あてに住
民登録地へ「特定記録郵便」「転送可」で送ります。 

▼世田谷区「資格確認書の一斉交付について」（2024/4/24区議会福祉保健委員会報告）
https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/25091/4.pdf

「・・・当区では、制度移行後においても適切に保険診療を受ける機会の確保、また、多くの「資格確認書」の交付申請が予
想され、それに伴う被保険者への交付期間により受診機会を逃す恐れ等を考慮すると「資格確認書」の交付が必要だと考
える。 そのため、令和７年１０月１日から有効の「資格確認書」を全被保険者へ一斉交付する。」
・交付予定数：約１２２,０００世帯（被保険者約１６０,０００人）
・交付方法： 特定記録郵便により郵送 ・交付予定時期： 令和７年９月中旬
・経 費： 業者委託費（印刷、封入、封緘、発送）約１,２６０万円 郵送費約３,７８０万円
※広報 5/1ホームページ（https://www.city.setagaya.lg.jp/02060/11215.html#p4） 、9/1区のお知らせ

▼福岡厚生労働大臣記者会見（5月16日）

「世田谷区及び渋谷区が、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、一律に資格確認書を交付する方針について報道があっ
たことは承知しています。 資格確認書は、国民健康保険法上、マイナンバーカードでオンライン資格確認を受けることがで

きない状況にある方に交付することとされています。この両自治体の詳細な取扱いについて、まずは事実関係を把握した上
で、必要な対応について検討してまいりたいと考えています。」

渋谷区・世田谷区で国保の資格確認書を一斉交付 9



形骸化していく医療情報等閲覧の本人同意 10
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高額療養費の限度額認定情報で収入状況がかかりつけ医に丸見えに 11

オンライン資格確認等システムからの限度額認定情報の提供
マイナ保険証を使うと2024/10/7から情報提供の本人同意が｢不要｣に

＝高額療養費制度を使わなくても収入状況が全医療機関に伝わる
※今までは、入院・手術や高額の通院費がかかる場合以外は、限度額情報は

医療機関に提供しなかった

高額療養費の見直しで細分化されると
より詳細な所得区分（地方税情報）が伝わる
（右表は見送られた案 朝日新聞2024/12/28より）

2025/5/14参院地デジ特別委
伊藤岳委員への仁木副大臣答弁

・変更した理由＝医療現場より同意画面の
 見逃しなどがあるので改善を要望された

・法令は変えていない、解釈を変えた

・所得区分は個人情報に該当する

・健康保険証や資格確認書では、本人が
口頭同意しないと提供されない



さらに形骸化するマイナ保険証の本人同意 12
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・電子カルテ情報を医療機関・薬局等で共有する電子カルテ情報共有サービスを法律に位置づけ

・医療機関等が電子カルテ情報（３文書６情報）を社会保険診療報酬支払基金等に電子的に提供することがで
きる旨を法律に位置づけ
（法令に根拠を設けることにより、個人情報保護法の第三者提供に係る本人同意取得を不要とする）

 ※ ３文書：健康診断結果報告書、診療情報提供書、退院時サマリー
 ６情報：傷病名、感染症、薬剤アレルギー等、その他アレルギー等、検査、処方

・支払基金等に提供された３文書６情報は、共有サービスによる医療機関等への共有以外の目的には使用して
はならないこととする。

・感染症対策のため、厚生労働大臣が支払基金に電子カルテ情報の提供を求めることができることとする

・費用は、患者（被保険者）、医療機関、保険者、国等で負担

・今後、透析情報や蘇生処置に関する情報、看護や歯科に関する情報等を共有対象に追加することについて、
医療関係者の意見を聴きながら速やかに検討を進める

・電子カルテ情報の利用停止等を求める患者の要望がある場合には、その対応について検討を行うべきである

     【 以下は「2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見」】
社会保障審議会医療部会(2024/12/25) https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001363313.pdf

医療法改正案のめざす医療ＤＸの推進１ 電子カルテ情報共有サービス 13



・自治体システムの標準化の取組の状況等を踏まえつつ、令和8年度以降、公費負担医療・地方単独医療費助
成のオンライン資格確認を制度化

・支払基金又は国保連において関連システムの管理・運用等の業務を全国規模で実施するための法的整備

・構築後の関連システムの管理・運用等の業務に
要する費用は、自治体等が負担する方向で調整

・自治体と医療機関・薬局をつなぐ情報連携基盤
 （Public Medical Hub（PMH））については、医療費
 助成のほか、予防接種、母子保健及び自治体検
 診の分野もあることから、国においては、PMH
 全体に係るシステム及び費用負担の全体像を
 示し、自治体の過度な負担にならないよう配慮

医療法改正案のめざす医療ＤＸの推進２ マイナカードを活用した医療費助成の効率化 14

医療法改革案

2月14日 国会提出
4月 3日 衆議院厚生労働委員会付託
未だ審議入りせず



１）電子カルテ情報の二次利活用
電子カルテ情報について、氏名等を削除するなどして個人が特定できない形にして、二次利用を可能とする。

（匿名化・仮名化情報の利活用を可能とする）
匿名化情報＝本人を識別すること及びその作成に用いられた情報を復元することができないように加工

された個人に関する情報
仮名化情報＝氏名等の削除等により、他の情報と照合しない限り、特定の個人を識別できないように加

工された個人に関する情報

２）医療・介護の公的DBの仮名化情報の利活用
・公的DB（データベース）について仮名化情報の利活用を可能とし、他の公的DBの仮名化情報や次世代医療

基盤法に基づく認定作成事業者のDBの仮名加工医療情報との連結解析を可能とする
・仮名化情報を利用は「相当の公益性がある場合」に認めることとし、利用目的や内容に応じて必要性やリス

クを適切に審査する
・仮名化情報の利用は、クラウドの情報連携基盤上で解析等を行いデータ自体を相手に提供しないことを基本

３）公的DB等の利用手続・利用環境の整備
・DB等に研究者・企業等がリモートアクセスし、一元的・安全に利用・解析できるクラウドの情報連携基盤構築
・公的DB等の利用申請の受付、利用目的等の審査を一元的に行う体制を整備

「医療等情報の二次利用については、現状、国民・患者に十分理解されていない。国は、医療等情報の二次
利用の意義や情報セキュリティ対策等について、国民・患者に十分周知するとともに、医療現場や介護現場の
理解を得ながら、丁寧に進めるべき」

医療法改正案のめざす医療ＤＸの推進３ 医療等情報の二次利活用の推進 15



審査支払機能に加え、医療 DX に関するシステムの開発・運用主体の母体とし、抜本的に改組

▼法人の名称、目的、業務及び組織体制について見直し

名称 医療：DX の実施主体として相応しい名称を検討

目的・業務：法人の目的に、医療 DX の推進及び医療DX
に関する基盤の整備・運営を位置づけるとともに、法人
の本来の業務として、医療 DX 関連業務を位置づけ

組織体制：現行の理事会に代えて、新たな意思決定機関
として、学識経験者、被保険者、地域行政、保険者、診
療担当者で構成する「運営会議」（仮称）を設置

▼国が「医療 DX 総合確保方針」（仮称）を定め、それに基
づき、支払基金が「医療DX中期計画」（仮称）を策定

▼重大なサイバーセキュリティインシデントや情報漏洩等の
発生時に、厚生労働大臣への報告を義務づけ

▼「こうした改組に当たっては、支払基金が特別民間法人であるという点や審査支払業務に従事する職員の心
情等に十分配慮すべきである。また、改組後の組織運営に要する費用の負担の在り方については、審査支払
業務と医療 DX 関連業務の両方を担っていくこと等を踏まえて、検討すべき」

医療法改正案のめざす医療ＤＸの推進４ 社会保険診療報酬支払基金の抜本改組 16
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